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令和７年度田村市教育委員会１１月定例会議事録 

 

１ 日  時  令和７年１１月１８日（火） 午後２時２２分 

 

２ 場  所  田村市役所 ４階 第１委員会室 

 

３ 出席委員  教育長       箭内 良一 

        教育長職務代理者  栁沼 かおり 

        委員        佐藤 由香理 

        委員        根内 喜代重 

 

４ 欠席委員  委員        渡辺 隆治 

 

 

５ 出席職員    教育総務課長            三浦 幹 

学校教育課長            佐久間 誠 

生涯学習課長            佐藤 清二 

教 育 総 務 課 課 長 補 佐 兼 教 育 総 務 係 長    助川 勇造 

教育総務課教育施設係長        大山 茂男 

学校教育課課長補佐兼教育振興係長  山内 秀享 

学 校 教 育 課 管 理 主 事 兼 指 導 管 理 係 長  宗像 克博 

学校給食センター所長        鹿又 寿美江 

生 涯 学 習 課 課 長 補 佐 兼 ス ポ ー ツ 振 興 係 長  浅理 友一 

生涯学習課生涯学習係長       本田 啓介 

中央公民館副館長兼事業係長文化センター副館長  松崎 久幸 

中央公民館施設管理係長       渡辺 哲市 

図書館長              木目沢 雪江 

（書記）教育総務課 副主査     二瓶 幸也 

 

６ 案件 

報告第１５号 通園・通学のあり方に関する提言書について 

議案第５４号 令和７年度田村市一般会計補正予算第５号（教育に関する事務にかか 

   る部分）について 

議案第５５号 指定管理者の指定について 

 

７ 審議経過 

【午後２時２２分 開会】 

◇教育長  ただいまから、令和７年田村市教育委員会１１月定例会を開会いたします。 

さっそくではありますが、会期及び議事日程は本日の１日間とし、別紙日程によっ
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て進めたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

◇委員  （異議なし） 

◇教育長  ご異議ないものと認めます。よって会期及び議事日程は、本日の１日間とし、別紙

日程によって進めることに決定いたします。次に、会議録署名委員の指名を行いま

す。今回の委員会は、「栁沼かおり委員」と「根内喜代重委員」にお願いいたしま

す。書記は、教育総務課 二瓶副主査を指名します。 

次に、前回開催の令和７年１０月定例会会議録の朗読をお願いします。 

◇書記  ［令和７年１０月定例会会議事録朗読］ 

◇教育長  ただいま朗読の会議録について、承認することにご異議ありませんか。 

◇委員  （異議なし） 

◇教育長  ご異議ないものと認めます。よって、令和７年１０月定例会の会議録は、承認する

ことに決定いたします。 

◇教育長  日程第３、議案上程に移ります。さっそく議案審議に入ります。 

 

◎報告第１５号 通園・通学のあり方に関する提言書について 

 

◇教育長  初めに、報告第１５号 通園・通学のあり方に関する提言書について説明を求めま

す。 

◇教育総務課長 （報告第１５号について議案書朗読） 

◇教育総務課長 （報告第１５号について補足説明） 

◇教育長  ただいま説明の報告第１５号について、ご質問、ご意見をお願いします。 

◇根内委員 本提言書に基づく、教育委員会における検討状況を確認したい。 

◇教育総務課長 バスの運用基準等の提案があったところであり、本提言の内容を踏まえながら財政

課等関係部署との調整・検討を行っていきます。なお、決定すべき内容については

今後の定例会等にて報告させていただきます。 

◇根内委員 現在のスクールバス運行基準や学校ごとの実態について確認させていただきたい。 

◇教育総務課長 スクールバスの利用基準は自宅からの距離が概ね 2.5km以上のものとなっている

が、各学校において利用が必要と判断される生徒も利用している状況であります。 

◇佐藤委員 遠距離通学補助金については、自転車通学の生徒も対象ということでよいか。 

◇教育総務課長 遠距離通学の補助金交付については、文科省において基準が示されており、当市に

おいても要綱を定め交付しております。 

◇佐藤委員 通園通学における安全確保の為に、防犯カメラ設置等の検討をしていくのかお聞き

したい。 

◇教育総務課長 直近では学校等へ防犯カメラ設置を進めているところではあるが、通学路等には、

設置に伴うプライバシーや設置場所に関する制約、金銭的負担が膨大になることが

想定されるため、直ちに全面的に設置することは困難であることから、各地区の自

治会等にて関係部署と連携し、補助制度の活用により設置を検討していく必要があ

ります。 

◇教育長  その他、ご質問、ご意見ございませんか。 
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◇委員   （なし） 

◇教育長  それでは、ご意見がないようですので、報告第１５号 通園・通学のあり方に関

する提言書について、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

◇委員  （異議なし） 

◇教育長  ご異議ないものと認めます。よって、報告第１５号 通園・通学のあり方に関す

る提言書については、原案のとおり承認いたします。 

 

◎議案第５４号 令和７年度田村市一般会計補正予算第５号について 

 

◇教育長  次に、議案第５４号 令和７年度田村市一般会計補正予算第５号について、説明を

求めます。 

◇教育総務課長 （議案第５４号について議案書朗読） 

◇教育総務課長 （議案第５４号について補足説明） 

◇教育長  ただいま説明の議案第５４号について、ご質問、ご意見をお願いします。 

◇佐藤委員 学校管理における修繕費の内容を確認させていただきたい。 

◇教育総務課長 学校施設内の水道配管が冬季・凍結破損により補修が必要となる箇所が発生するこ

とから、修繕費を計上した。 

◇教育長  その他、ご質問、ご意見ございませんか。 

◇委員   （なし） 

◇教育長  それでは、ご意見がないようですので、議案第５４号令和７年度田村市一般会計

補正予算第５号について、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

◇委員  （異議なし） 

◇教育長  ご異議ないものと認めます。よって、議案第５４号令和７年度田村市一般会計補

正予算第５号について、原案のとおり決定いたします。 

 

◎議案第５５号 指定管理者の指定について 

 

◇教育長  次に、議案第５５号 指定管理者の指定について、説明を求めます。 

◇教育部長 （議案第５５号について議案書朗読） 

◇生涯学習課長 （議案第５５号について補足説明） 

◇教育長  ただいま説明の議案第５５号 指定管理者の指定について、ご質問、ご意見をお

願いします。 

◇根内委員 受託者については、どういった方なのか。 

◇生涯学習課長 本件の受託者は、事業受託に向け施設管理をするための共同事業体という認識であ

ります。 

◇教育長  その他、ご質問、ご意見ございませんか。 

◇委員   （なし） 

◇教育長  それでは、ご意見がないようですので、議案第５５号 指定管理者の指定につい

て、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
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◇委員  （異議なし） 

◇教育長  ご異議ないものと認めます。よって、議案第５５号 指定管理者の指定について

は、原案のとおり決定いたします。 

 

 

 

 

８ その他 

◇教育長 次に、日程第４ その他の案件について、はじめに、委員の皆様からございましたら

お願いします。 

◇委員  （なし） 

◇教育長 それでは、事務局からお願いします。 

◇事務局  

  １ 事業報告事項について（教育総務課長） 

   ・令和７年田村市議会 12月定例会 

２ 各事業の報告について（教育総務課長） 

  ３ 令和７年１２月までの行事予定について（教育総務課長） 

４ 事業実施状況及び予定について（学校教育課長、生涯学習課長、中央公民館長） 

   ・令和７年度田村市こども議会 

   ・部活動地域展開練習会 

・フィリピンセブ島語学研修 

・第５回「たむらチャレンジ塾」 

・田村市中学生ビブリオバトル 

・東大で学ぼう～東大見学・体験学習～ 

・ウィンターチャレンジキャンプ 

・田村市ビートル駅伝大会結果報告 

・ふくしま駅伝大会結果報告 

・福島ファイヤーボンズ ホーム戦観戦バスツアー 

・地域文化功労者表彰受賞状況 

・公民館事業進捗状況ほか 

 

◇教育長  ただいま説明のその他の案件について、ご質問、ご意見をお願いします。 

◇委員   （なし） 

◇教育長  以上をもちまして、令和７年田村市教育委員会１１月定例会を閉会いたします。 

 

 

 

 

【午後３時３０分 閉会】 
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前記、会議の経過を記載して相違ないことを証するため、ここに署名する。 

 

令和７年１１月１８日 

 

教育長   

 

 

委 員   

 

 

              委 員 


